
 
 

 

 

 

 

 

 

特定商取引法違反の訪問購入業者に対する業務停止命令（６か月）及び指示 

並びに当該事業者の代表取締役に対する業務禁止命令（６か月）について 

 

宮城県は、食器、植木鉢等の不要品のほか、貴金属、アクセサリー、宝石等を

購入する訪問購入業者である株式会社ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙ（以下「ＫＩＳ＆

ｅｃｏｌｏｇｙ」といいます。）に対し、令和８年２月１７日、特定商取引に関

する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引法」といいます。）第 

５８条の１３第１項の規定に基づき、令和８年２月１８日から令和８年８月１７

日までの６か月間、訪問購入に関する業務の一部（勧誘、申込受付及び契約締

結）を停止するよう命じました。  

 

あわせて、宮城県は、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙに対し、特定商取引法第５８条

の１２第１項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずる

ことなどを指示しました。  

 

また、宮城県は、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙの代表取締役である斉藤誠一（さい

とう せいいち）に対し、特定商取引法第５８条の１３の２第１項の規定に基づ

き、令和８年２月１８日から令和８年８月１７日までの６か月間、ＫＩＳ＆ｅｃ

ｏｌｏｇｙに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新

たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを

含みます。）の禁止を命じました。  

 

なお、本件は、消費者庁及び経済産業省東北経済産業局と連携を図り、調査を

実施したものです。  

 

１ 処分対象事業者 

（１）事 業 者 名  株式会社ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙ 

（法人番号：８３７０００１０３９８７７） 

（２）本店所在地  宮城県仙台市若林区卸町東五丁目４－３ 

（３）代 表 者  代表取締役 斉藤 誠一 

（４）設   立  平成２８年６月２３日 

（５）資 本 金  １，０００万円 

（６）取 引 類 型  訪問購入 

（７）取 扱 商 品  貴金属、アクセサリー、宝石、食器、植木鉢等 

 

２ 特定商取引法に違反する行為 

（１）勧誘の要請をしていない者に対する勧誘（特定商取引法第５８条の６第１項）  

令和８年２月１８日 

消 費 生 活 ・ 文 化 課  

電話：022-211-2523 宮城県  

Miyagi Prefecture  



 
 

（２）勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘（特定商取引法第  

５８条の６第２項）  

（３）契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘（特定商取引法第５８条の６第

３項）  

（４）書面の交付義務に違反する行為（記載不備）（特定商取引法第５８条の８第２項）  

 

３ 宮城県が認定した行政処分の詳細は以下の各別紙のとおりです。 

   別紙１ 株式会社ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙに対する行政処分の概要 

   別紙２ 斉藤誠一に対する行政処分の概要 
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（別紙１） 

株式会社ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙに対する行政処分の概要 

 

１ 事業概要 

株式会社ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙ（以下「ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙ」という。）は、消

費者宅に電話をかけ、消費者に対し、食器、植木鉢等の不要品等の物品の売買契約の締結

について勧誘し、さらに、消費者宅においても当該売買契約の締結について勧誘すること

の承諾を取り付けた上で（以下ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙが消費者に当該承諾を取り付けた

物品を「本件物品①」、本件物品①の売買契約を「本件売買契約①」という。）、消費者宅

を訪問し、同所において、本件売買契約①のほか、貴金属、アクセサリー、宝石等（本件

物品①に該当するものを除く。以下「本件物品②」という。）の売買契約（以下「本件売

買契約②」という。）の一方又は双方の締結について勧誘し、当該消費者との間で本件売

買契約①及び本件売買契約②の一方又は双方を締結して本件物品①及び本件物品②の一方

又は双方の購入を行っていることから、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙが行う本件物品①及び本

件物品②の購入は、特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取

引法」という。）第５８条の４に規定する訪問購入（以下「訪問購入」という。）に該当す

る。 

 

２ 処分の内容 

（１）業務停止命令 

ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙは、令和８年２月１８日から令和８年８月１７日までの間、

訪問購入に関する業務のうち、以下のアからウまでの事項を停止すること。 

ア ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙが行う訪問購入に関する売買契約の締結について勧誘す

ること。 

イ ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙが行う訪問購入に関する売買契約の申込みを受けること。 

ウ ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙが行う訪問購入に関する売買契約を締結すること。 

 

（２）指示 

ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙは、特定商取引法第５８条の６第１項の規定により禁止され

る勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、同条第２項の規定により禁止される勧誘を

受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘、同条第３項の規定により禁

止される契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘及び特定商取引法第５８

条の８第２項に規定する書面の交付義務に違反する行為（記載不備）をしていた。  

かかる行為は、特定商取引法に違反するものであることから、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙ

は、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、法令遵守体制の整備その他の

再発防止策を講じ、これをＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙの役員及び従業員に、前記（１）の

業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。  

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  特定商取引法第５８条の１２第１項及び第５８条の１３第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

  ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙは、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、



2 
 

宮城県は、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそ

れがあると認定した。  

 

（１）勧誘の要請をしていない者に対する勧誘（特定商取引法第５８条の６第１項）  

ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙは、少なくとも令和６年１１月から令和７年４月までの間に、

訪問購入に係る本件売買契約①の締結について勧誘をする承諾のみを取り付けた上で消

費者宅を訪問したにもかかわらず、同所において、訪問購入に係る本件売買契約②の締

結についての勧誘の要請をしていない者に対し、本件売買契約②の締結について勧誘を

していた。  

 

（２）勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘（特定商取引法第  

５８条の６第２項）  

ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙは、少なくとも令和６年１０月から令和７年４月までの間に、

訪問購入をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、訪問購入に係

る本件売買契約①の締結について勧誘を受ける意思があることを確認することをしない

で勧誘をしていた。  

 

（３）契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘（特定商取引法第５８条の６第

３項）  

ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙは、少なくとも令和６年１１月から令和７年４月までの間に、

訪問購入に係る本件売買契約②を締結しない旨の意思を表示した者に対し、本件売買契

約②の締結について勧誘をしていた。  

 

（４）書面の交付義務に違反する行為 (記載不備）（特定商取引法第５８条の８第２項）  

ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙは、少なくとも令和７年１月、消費者宅において、訪問購入

に係る本件売買契約②を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたと

き、当該売買契約に係る書面を交付したが、当該書面に、その書面を受領した日から起

算して８日を経過するまでは、訪問購入に係る売買契約の相手方は、電磁的記録により

訪問購入に係る売買契約の解除を行うことができ、かつ、訪問購入に係る売買契約の解

除は、当該相手方が、当該解除に係る電磁的記録による通知を発した時に、その効力を

生ずることを記載していなかった。  

 

５ 勧誘の事例 

【事例１】勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認

することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対す

る勧誘 

令和６年１０月、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙのＺは、消費者Ａ宅に電話をかけ、訪問購入

をしようとして、消費者Ａに対し、「何か処分するのはありませんか」、「お皿１枚でもい

いんです。洋服など何でもいいんです」などと告げ、本件売買契約①の締結についての勧

誘をしたが、その勧誘に先立って、消費者Ａに対し、勧誘を受ける意思があることを確認

していなかった。 

この電話において、消費者Ａが承諾したのは、本件売買契約①の締結についての勧誘の

みであった。 
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後日、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙのＹは、消費者Ａ宅に訪問した際、消費者Ａが本件売買

契約②の締結について勧誘を要請していないにもかかわらず、消費者Ａに対し、「年賀状

のハガキとか使おうと思って使わなくなったら売って。そういうのも寄附に出せるんで」、

「指輪出してください」、「どんなネックレス残ってんの」などと告げ、本件売買契約②の

締結についての勧誘をした。 

その際、Ｙが「探してください。お母さん、早く、探して下さい」などと、本件売買契

約②の締結について勧誘をした際、消費者Ａは「だって、無いもの」と本件売買契約②を

締結しない旨の意思を表示したが、Ｙが「僕はハガキと言っているんですよ」などと告

げ、引き続き本件売買契約②の締結について勧誘をした。 

これに対し消費者Ａは「だから、はがき使っていないから無い」と、再度、本件売買契

約②を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、さらに、Ｙが「昔のやつがある

か、無いか、１回だけ確認してください、と言っているんです」、「確認もしないでやって

いるわけじゃないですか」などと告げ、引き続き本件売買契約②の締結について勧誘し、

ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙは、消費者Ａと本件売買契約②を締結した。 

 

【事例２】勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認

することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対す

る勧誘 

令和７年３月、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙのＸは、消費者Ｂ宅に電話をかけ、訪問購入を

しようとして、消費者Ｂに対し、「不要品を買っています」、「ウイスキー、カメラ、時計

などはありませんか」、「古い本でもいいです」などと告げて、本件売買契約①の締結につ

いての勧誘をしたが、その勧誘に先立って、消費者Ｂに対し、勧誘を受ける意思があるこ

とを確認していなかった。 

この電話において、消費者Ｂが承諾したのは、本件売買契約①の締結についての勧誘の

みであった。 

当日、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙのＶ及びＷは、消費者Ｂ宅に訪問した際、消費者Ｂが本

件売買契約②の締結について勧誘を要請していないにもかかわらず、消費者Ｂに対し、

「お母様のこういうアクセサリーとかどうしました」などと告げ、本件売買契約②の締結

についての勧誘をした。 

その際、消費者Ｂは「ない、ない、ない、ない」と本件売買契約②を締結しない旨の意

思を表示したが、Ｖ及びＷが「さっき言ってたメッキのイミテーションもちょっと探して

みてください」、「イミテーションも探してみてくださいね」などと告げ、引き続き本件売

買契約②の締結について勧誘をした。 

これに対し消費者Ｂは「ない、ない」と、再度、本件売買契約②を締結しない意思を表

示したにもかかわらず、さらに、Ｖが「何でもいいっすよ、ボロボロのゴミみたいなので

もいいので」、「ネクタイピンとかでも大丈夫なんで」などと告げ、引き続き本件売買契約

②の締結について勧誘し、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙは消費者Ｂと本件売買契約②を締結し

た。 

 

【事例３】勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認

することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対す

る勧誘 

令和７年４月、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙのＵは、消費者Ｃ宅に電話をかけ、訪問購入を
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しようとして、消費者Ｃに対し、「古本などはありませんか」、「着物ありませんか」、「電

化製品などでもいいんです」などと告げ、本件売買契約①の締結についての勧誘をした

が、その勧誘に先立って、消費者Ｃに対し、勧誘を受ける意思があることを確認していな

かった。 

この電話において、消費者Ｃが承諾したのは、本件売買契約①の締結についての勧誘の

みであった。 

当日、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙのＴは、消費者Ｃ宅に訪問した際、消費者Ｃが本件売買

契約②の締結について勧誘を要請していないにもかかわらず、消費者Ｃに対し、「ヨーロ

ッパとかのアンティークの時計とかないっすか」、「１個だけでいいんで、アクセサリー類

売ってくんないすか」などと告げ、本件売買契約②の締結についての勧誘をした。 

その際、Ｔが「女性化粧するときにアクセサリーつけるじゃないですか。見るだけお願

いしたい、見てみて」、「なんかありそうじゃないですか」などと、本件売買契約②の締結

について勧誘をした際、消費者Ｃは「ないないないないないよ」、「ないね」と本件売買契

約②を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、Ｔが「あったら、ご主人にもいっ

ぱいお金おいていきたいんですよ、僕ら」などと告げ、引き続き本件売買契約②の締結に

ついて勧誘し、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙは、消費者Ｃと本件売買契約②を締結した。 
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（別紙２） 

斉藤誠一に対する行政処分の概要 

 

１ 名宛人 

  斉藤 誠一（さいとう せいいち）（以下「斉藤」という。） 

 

２ 処分の内容 

  斉藤が、令和８年２月１８日から令和８年８月１７日までの間、以下の（１）から

（３）までの事項の業務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当す

る役員となることを含む。）を禁止する。 

（１）特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引法」とい

う。）第５８条の４に規定する訪問購入（以下「訪問購入」という。）に関する売買契

約の締結について勧誘すること。 

（２）訪問購入に関する売買契約の申込みを受けること。 

（３）訪問購入に関する売買契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第５８条の１３の２第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙１のとおり、株式会社ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙ（以下「ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙ」

という。）に対し、特定商取引法第５８条の１３第１項に基づき、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙ

が行う訪問購入に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（２）斉藤は、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙの代表取締役であり、かつ、ＫＩＳ＆ｅｃｏｌｏｇｙ

が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 

 


